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○ 印 西 市 空 き 家 バ ン ク 実 施 要 綱  

令 和 ２ 年 ３ 月 ４ 日 告 示 第 26号  

 改正  令 和 ５ 年 11月 30日 告 示 第 208号  

印 西 市 空 き 家 バ ン ク 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第１ 条  こ の 要 綱 は 、 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 平 成 26

年 法 律 第 127号 ） 第 15条 の 規 定 に よ る 空 き 家 に 関 す る 情 報 の 提 供 そ の

他 こ れ ら の 活 用 の た め に 必 要 な 対 策 と し て 実 施 す る 空 き 家 バ ン ク の

利 用 手 続 等 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第２条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 空 き 家  市 内 に 存 在 す る 建 物（ そ の 敷 地 を 含 む 。）の う ち 、個

人 の 居 住 を 目 的 と し て 建 築 さ れ 、現 に 居 住 又 は 使 用 し て い な い も の

（ 予 定 の も の を 含 む 。）で あ っ て 、宅 地 建 物 取 引 業 法（ 昭 和 27年 法

律 第 176号 ） 第 34条 の ２ に 規 定 す る 媒 介 契 約 の 対 象 と な っ て い な い

も の を い う 。  

(２ ) 所 有 者  空 き 家 に 係 る 所 有 権 そ の 他 の 権 利 を 有 し 、当 該 空 き 家

を 売 却 し 、 又 は 賃 貸 す る 能 力 を 有 す る 者 を い う 。  

(３ ) 空 き 家 バ ン ク  空 き 家 に 関 す る 情 報 を 集 約 し 、所 有 者 と 空 き 家

の 利 用 を 希 望 す る 者 の 情 報 の 共 有 を 図 る こ と に よ り 、空 き 家 の 利 活

用 を 促 進 す る た め の 仕 組 み を い う 。  

(４ ) 協 力 事 業 者  空 き 家 バ ン ク に 係 る 空 き 家 の 売 買 、賃 貸 借 等 の 契

約 の 代 理 又 は 媒 介（ 以 下「 媒 介 等 」と い う 。）に 当 た り 、市 と 協 定

を 締 結 し た 団 体 及 び そ の 構 成 員 を い う 。  

（ 空 き 家 情 報 の 登 録 ）  

第３条  所 有 者 は 、空 き 家 バ ン ク へ の 空 き 家 の 情 報 の 登 録（ 以 下「 物 件

登 録 」と い う 。）を し よ う と す る と き は 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 申 込

書（ 別 記 第 １ 号 様 式 ）に 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 カ ー ド（ 別 記 第 ２ 号

様 式 ） を 添 え て 、 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 物 件 登 録 の 申 込 み が あ っ た と き は 、当 該

空 き 家 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、物 件 登 録 を 行 う

も の と す る 。  

(１ ) 老 朽 化 が 著 し い 場 合  

(２ ) 大 規 模 な 修 繕 が 必 要 な 場 合  

(３ ) 印 西 市 暴 力 団 排 除 条 例（ 平 成 23年 条 例 第 14号 ）第 ２ 条 第 ３ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 員 等 又 は 同 条 例 第 ９ 条 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係

者 （ 以 下 「 暴 力 団 密 接 関 係 者 等 」 と い う 。 ） が 所 有 者 で あ る 場 合  

(４ ) そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め る 場 合  

３  物 件 登 録 の 期 間 は ２ 年 と し 、 再 登 録 を 妨 げ な い 。  
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４  市 長 は 、物 件 登 録 を し た と き は 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 完 了 通 知 書

（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 所 有 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

５  市 長 は 、物 件 登 録 に 当 た り 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 台 帳（ 別 記 第 ４

号 様 式 ） を 整 備 す る も の と す る 。  

（ 空 き 家 情 報 の 変 更 ）  

第４条  物 件 登 録 に 係 る 所 有 者（ 以 下「 物 件 登 録 者 」と い う 。）は 、物

件 登 録 の 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 変 更 届 出

書（ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）に 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 カ ー ド を 添 え て 、市

長 に 届 け 出 る も の と す る 。  

（ 物 件 登 録 の 取 消 し ）  

第５条  物 件 登 録 者 は 、物 件 登 録 を 取 り 消 し た い と き 、又 は 物 件 登 録 の

対 象 の 空 き 家（ 以 下「 登 録 物 件 」と い う 。）が 、所 有 権 の 移 転 、賃 借

権 の 設 定 そ の 他 空 き 家 の 所 有 又 は 占 有 に 係 る 権 利 の 移 転 等 が あ っ た

と き は 、空 き 家 バ ン ク 物 件 登 録 取 消 依 頼 書（ 別 記 第 ６ 号 様 式 ）を 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、物 件 登 録 者 か ら 物 件 登 録 の 取 消 し の 依 頼 が あ っ た 場 合 そ の

他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 場 合 に は 、物 件 登 録 を 取 り 消 し 、空 き 家 バ ン

ク 物 件 登 録 取 消 通 知 書（ 別 記 第 ７ 号 様 式 ）に よ り 、当 該 物 件 登 録 者 に

通 知 す る も の と す る 。  

（ 利 用 者 の 登 録 等 ）  

第６条  登 録 物 件 の 利 用 を 希 望 す る 者 は 、空 き 家 バ ン ク 利 用 者 登 録 申 込

書 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に よ り 、 市 長 に 申 込 む も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 申 込 み が あ っ た と き は 、当 該 申 込 者 が 暴

力 団 密 接 関 係 者 等 で あ る 場 合 そ の 他 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 者 で あ る

場 合 を 除 き 、空 き 家 バ ン ク 利 用 者 と し て 登 録 し 、空 き 家 バ ン ク 利 用 者

登 録 完 了 通 知 書（ 別 記 第 ９ 号 様 式 ）に よ り 、当 該 申 込 者 に 通 知 す る も

の と す る 。  

３  空 き 家 バ ン ク 利 用 者 の 登 録 期 間 は ２ 年 と し 、 再 登 録 を 妨 げ な い 。  

４  市 長 は 、空 き 家 バ ン ク 利 用 者 の 登 録（ 以 下「 利 用 者 登 録 」と い う 。）

に 当 た り 、空 き 家 バ ン ク 利 用 者 台 帳（ 別 記 第 10号 様 式 ）を 整 備 す る も

の と す る 。  

（ 空 き 家 バ ン ク 利 用 者 の 登 録 情 報 の 変 更 ）  

第７条  空 き 家 バ ン ク 利 用 者 は 、 登 録 し た 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、

空 き 家 バ ン ク 利 用 者 登 録 変 更 届 出 書（ 別 記 第 11号 様 式 ）に よ り 、市 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 空 き 家 バ ン ク 利 用 者 の 登 録 の 取 消 し ）  

第８条  空 き 家 バ ン ク 利 用 者 は 、利 用 者 登 録 を 取 り 消 し た い と き は 、空

き 家 バ ン ク 利 用 者 登 録 取 消 依 頼 書（ 別 記 第 12号 様 式 ）を 市 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 利 用 者 登 録 の 取 消 し の 依 頼 が あ っ た 場 合
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又 は 申 込 み 内 容 に 虚 偽 が あ っ た 場 合 に は 、利 用 者 登 録 を 取 り 消 し 、空

き 家 バ ン ク 利 用 者 登 録 取 消 通 知 書（ 別 記 第 13号 様 式 ）に よ り 、当 該 空

き 家 バ ン ク 利 用 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 媒 介 等 の 依 頼 ）  

第９条  市 長 は 、物 件 登 録 者 の 承 諾 が あ っ た 場 合 に お い て 、協 力 事 業 者

に 登 録 物 件 の 媒 介 等 を 依 頼 す る と き 、又 は 依 頼 を 中 断 し 、若 し く は 終

了 し よ う と す る と き は 、空 き 家 バ ン ク 媒 介 等 依 頼 書（ 別 記 第 14号 様 式 ）

に よ り 依 頼 す る も の と す る 。  

（ 交 渉 の 申 込 み ）  

第 10条  空 き 家 バ ン ク 利 用 者 は 、交 渉 を 希 望 す る 登 録 物 件 が あ る と き は 、

空 家 バ ン ク 登 録 物 件 交 渉 申 込 書（ 別 記 第 15号 様 式 ）を 市 長 に 提 出 す る

も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 交 渉 の 申 込 み が あ っ た と き は 、空 き 家 バ

ン ク 交 渉 申 込 通 知 書（ 別 記 第 16号 様 式 ）に よ り 、当 該 物 件 登 録 者（ 物

件 登 録 者 が 協 力 事 業 者 の 媒 介 等 を 承 諾 し 、協 力 事 業 者 と 媒 介 等 に 関 す

る 契 約 を 締 結 し て い る と き は 、当 該 協 力 事 業 者 を 含 む 。）に 通 知 す る

も の と す る 。  

３  物 件 登 録 者 は 、交 渉 の 終 了 後 遅 滞 な く 、市 長 に そ の 結 果 を 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、 交 渉 に つ い て 、 一 切 関 与 し な い も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 11条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め

る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則（令 和 ５ 年 11月 30日 告 示 第 208号 ）  

こ の 告 示 は 、公 示 の 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、第 １ 条 の 改 正 規 定 は 空

家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令 和 ５ 年 法

律 第 ５ ０ 号 ） の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


